
選択科目：   

技術士 第二次試験 模擬答案用紙 

 

受験番号 

問題番号 防災指針 

答案使用枚数 枚目      枚中 

技術部門    

専門とする事項： 

 

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。                    24字×25字 

１ ． 調 査 、 検 討 す べ き 事 項 と そ の 内 容  

（ １ ） 災 害 ハ ザ ー ド 情 報 の 収 集 ・ 整 理  

 地 域 の 災 害 履 歴 を 確 認 す る 。 情 報 の 収 集 に あ た っ て

は 、 洪 水 、 内 水 、 津 波 、 高 潮 な ど の 水 害 や 、 土 砂 災 害

を 網 羅 的 に 把 握 す る 。 特 に 、 水 害 に つ い て は 、 頻 発 ・

激 甚 化 の 傾 向 が あ る た め 、 適 切 な 被 害 を 想 定 し た う え

で 検 討 す る 。  

（ ２ ） 災 害 リ ス ク の 高 い 地 域 等 の 抽 出  

 災 害 ハ ザ ー ド 情 報 に 基 づ き 、 災 害 リ ス ク が 高 い 地 域

を 抽 出 す る 。 抽 出 に 当 た っ て は 、 土 砂 災 害 特 別 区 警 戒

区 域 や 地 す べ り 防 止 区 域 な ど の レ ッ ド ソ ー ン と 、 浸 水

想 定 区 域 な ど の イ エ ロ ー ゾ ー ン に 分 類 す る 。  

（ ３ ） 既 存 居 住 誘 導 区 域 等 と 災 害 リ ス ク の 関 係  

 す で に 設 定 さ れ て い る 居 住 誘 導 区 域 と 災 害 リ ス ク の

高 い エ リ ア を 比 較 す る 。 ま た 、 人 口 分 布 、 都 市 施 設 の

設 置 状 況 、 公 共 交 通 網 な ど の 関 係 性 も 合 わ せ て 分 析 す

る 。 こ れ ら の 分 析 に よ り 、 都 市 災 害 の 見 え る 化 を 図 る 。  

（ ４ ） 防 災 対 策 の 方 針 検 討  

 上 記 の 調 査 を 踏 ま え 、 防 災 ま ち づ く り の 将 来 像 を 検

討 す る 。 ま た 、 こ の 将 来 像 を 構 築 す る た め に 必 要 と な

る 目 標 や 取 り 組 み 方 針 の 設 定 を 検 討 す る 。  

２ ． 業 務 を 進 め る 手 順 と 留 意 点 、 工 夫 点  

（ １ ） 関 連 計 画 の 整 理  

 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン や 、 地 域 防 災 計 画 な ど 関 連

計 画 を 整 理 す る 。 ま た 、 既 存 の 立 地 適 正 化 計 画 と の 整
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合 性 に も 留 意 し 、 必 要 に 応 じ 修 正 や 連 携 方 策 を 講 じ る 。  

（ ２ ） 課 題 抽 出 と 分 析  

 課 題 は 地 区 ご と に 異 な る た め 、 そ の 特 徴 を 多 角 的 に

捉 え る 。 具 体 的 に は 、 洪 水 の 場 合 に は 浸 水 深 に 加 え 、

浸 水 継 続 時 間 や 、 家 屋 の 倒 壊 範 囲 な ど の 確 認 も 行 い 、

被 害 想 定 を 分 析 す る こ と が 重 要 で あ る 。  

（ ３ ） 防 災 ま ち づ く り の 方 針 検 討  

 災 害 リ ス ク の 回 避 と 災 害 リ ス ク を 軽 減 の 両 側 面 か ら

検 討 す る よ う 留 意 す る 。 さ ら に 、 国 、 都 道 府 県 、 民 間

事 業 者 な ど 多 様 な 主 体 の 方 針 も 取 り 込 む よ う 工 夫 す る 。  

（ ４ ） 具 体 的 な 取 り 組 み の 検 討  

 防 災 対 策 は 、 地 区 ご と に 災 害 リ ス ク が 異 な る た め 、

地 区 お よ び 災 害 リ ス ク に 応 じ た 内 容 と す る 。 ま た 、 各

取 り 組 み 方 針 に 基 づ き 、 イ メ ー ジ を 可 視 化 す る な ど 住

民 に 分 か り や す く 伝 え る た め の 工 夫 を す る 。  

（ ５ ） 目 標 値 と ス ケ ジ ュ ー ル の 検 討  

 災 害 リ ス ク の 程 度 に よ っ て は 、 市 街 地 移 転 な ど 大 規

模 な 対 策 と な る こ と も あ る 。 よ っ て 、 目 標 値 の 設 定 に

あ た っ て は 、 い つ ま で に ど の 水 準 ま で 災 害 リ ス ク を 低

下 さ せ る の か 等 、 時 間 軸 を 意 識 し た 目 標 値 を 設 定 す る 。  

３ ． 関 係 者 と の 調 整 方 策  

 関 係 部 署 や 行 政 に 対 し て は 、 客 観 的 な 情 報 に 基 づ い

た 調 整 を 実 施 す る 。 住 民 に 対 し て は 、 防 災 意 識 を 高 め

る う え で も 、 懇 談 会 や ワ ー ク シ ョ ッ プ を 通 じ た 積 極 的

な 関 与 を 促 し 、 計 画 推 進 の 円 滑 化 も 図 る 。    以 上  


